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芦屋市無電柱化推進計画策定委員会設置要綱 

（設置）  

第１条 無電柱化の推進に関する法律（平成２８年法律第１１２号）第８条第

２項の規定に基づき，芦屋市無電柱化推進計画を策定し，市の区域内におけ

る無電柱化を推進するため，芦屋市無電柱化推進計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は，次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 芦屋市無電柱化推進計画の策定に関すること。 

(2) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，委員２５人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 電気・通信事業者又はその組織する団体の指名する者 

(3) 地下埋設物道路占用事業者又はその組織する団体の指名する者 

(4) 道路管理者の指名する者 

(5) 市民 

(6) 交通管理者の指名する者 

(7) 関係行政機関の職員 

(8) 市職員 

(9) 前各号に掲げる者のほか，市長が特に必要と認める者 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の互選により選任し，副委員長は，委員のうちから委員長

が指名する。 

３ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠

けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は，委員長が招集し，その会議の議長となる。 

２ 委員会は，委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員長は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者を出席させ，

意見又は説明等を求めることができる。 
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 （代理出席） 

第６条 第３条第２項第２号から第４号まで及び第６号から第８号までの委員

は，その所属する機関の職員等を代理人として出席させることができる。 

２ 前項の規定により代理人を出席させようとするときは，会議開催前までに

代理人の職及び氏名を明記した委任状を委員長に提出し，承認を得なければ

ならない。 

（庶務）  

第７条 委員会の庶務は，無電柱化推進計画に関する事務を所管する課におい

て処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は別に

定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成２９年１０月１日から施行する。 
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芦屋市情報公開条例 （抜粋）

平成１４年４月２日

 (会議の公開) 
第 19条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは，その会議(法令，他の
条例又は規則の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公
開するものとする。ただし，次の各号に掲げる場合であって当該会議で出席者の 3
分の 2以上の多数により非公開を決定したときは，この限りでない。
(1) 非公開情報が含まれる事項について審議，審査，調査等を行う会議を開催する
場合

(2) 会議を公開することにより，当該会議の構成又は円滑な運営に著しい支障が生
ずると認められる場合

（平１６条例２０・旧第２５条繰上）
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無電柱化の推進に関する法律

平成２８年法律第１１２号

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等

を図るため、無電柱化（電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱（鉄道

及び軌道の電柱を除く。以下同じ。）又は電線（電柱によって支持されるものに限る。

第十三条を除き、以下同じ。）の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は

電線を撤去することをいう。以下同じ。）の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方

公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画の策定その他の

必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ

迅速に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な

発展に資することを目的とする。

（基本理念）

第二条 無電柱化の推進は、無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深めつつ、

行われるものとする。

２ 無電柱化の推進は、国、地方公共団体及び第五条に規定する関係事業者の適切な

役割分担の下に行われなければならない。

３ 無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を持つ

ことのできる地域社会の形成に資するよう行われなければならない。

（国の責務）

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関する施策を総合的、

計画的かつ迅速に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関し、国

との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合

的、計画的かつ迅速に策定し、及び実施する責務を有する。

（関係事業者の責務）

第五条 道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者（以下「関係事業者」と

いう。）は、第二条の基本理念にのっとり、電柱又は電線の道路上における設置の抑制

及び道路上の電柱又は電線の撤去を行い、並びに国及び地方公共団体と連携して無電

柱化の推進に資する技術の開発を行う責務を有する。
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（国民の努力）

第六条 国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地

方公共団体が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。

第二章 無電柱化推進計画等

（無電柱化推進計画）

第七条 国土交通大臣は、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な

推進を図るため、無電柱化の推進に関する計画（以下「無電柱化推進計画」という。）

を定めなければならない。

２ 無電柱化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 無電柱化の推進に関する基本的な方針

二 無電柱化推進計画の期間

三 無電柱化の推進に関する目標

四 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

五 前各号に掲げるもののほか、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ

迅速に推進するために必要な事項

３ 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、無電柱化推進計画を変

更するものとする。

４ 国土交通大臣は、無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務

大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、電気事業法（昭

和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同

項第十三号に規定する特定送配電事業者（次条第三項において「関係電気事業者」と

いう。）並びに電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第百二十条第一項に規

定する認定電気通信事業者（次条第三項において「関係電気通信事業者」という。）（道

路上の電柱又は電線を設置し及び管理して同法第百二十条第一項に規定する認定電気

通信事業に係る電気通信役務を提供するものに限る。）の意見を聴かなければならない。

５ 国土交通大臣は、無電柱化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。

（都道府県無電柱化推進計画等）

第八条 都道府県は、無電柱化推進計画を基本として、その都道府県の区域における

無電柱化の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県無電柱

化推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。

２ 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、無電柱化推進計画（都道

府県無電柱化推進計画が定められているときは、無電柱化推進計画及び都道府県無電
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柱化推進計画）を基本として、その市町村の区域における無電柱化の推進に関する施

策についての計画（以下この条において「市町村無電柱化推進計画」という。）を定め

るよう努めなければならない。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画

を定め、又は変更しようとするときは、関係電気事業者（その供給区域又は供給地点

が当該都道府県又は市町村の区域内にあるものに限る。）及び関係電気通信事業者（当

該都道府県又は市町村の区域内において道路上の電柱又は電線を設置し及び管理して

電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を

提供するものに限る。）の意見を聴くものとする。

４ 都道府県又は市町村は、都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画

を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

第三章 無電柱化の推進に関する施策

（国民の理解及び関心の増進）

第九条 国及び地方公共団体は、無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を深め

るよう、無電柱化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずる

ものとする。

（無電柱化の日）

第十条 国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにする

ため、無電柱化の日を設ける。

２ 無電柱化の日は、十一月十日とする。

３ 国及び地方公共団体は、無電柱化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施さ

れるよう努めるものとする。

（無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等）

第十一条 国及び地方公共団体は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な

景観の形成等を図るために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道

路法（昭和二十七年法律第百八十号）第三十七条第一項の規定による道路の占用の禁

止又は制限その他無電柱化の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

（電柱又は電線の設置の抑制及び撤去）

第十二条 関係事業者は、社会資本整備重点計画法（平成十五年法律第二十号）第二

条第二項第一号に掲げる事業（道路の維持に関するものを除く。）、都市計画法（昭和

四十三年法律第百号）第四条第七項に規定する市街地開発事業その他これらに類する

事業が実施される場合には、これらの事業の状況を踏まえつつ、電柱又は電線を道路
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上において新たに設置しないようにするとともに、当該場合において、現に設置し及

び管理する道路上の電柱又は電線の撤去を当該事業の実施と併せて行うことができる

ときは、当該電柱又は電線を撤去するものとする。

（調査研究、技術開発等の推進等）

第十三条 国、地方公共団体及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法そ

の他の無電柱化の迅速な推進及び費用の縮減を図るための方策等に関する調査研究、

技術開発等の推進及びその成果の普及に必要な措置を講ずるものとする。

（関係者相互の連携及び協力）

第十四条 国、地方公共団体、関係事業者その他の関係者は、無電柱化に関する工事

（道路上の電柱又は電線以外の物件等に係る工事と一体的に行われるものを含む。）の

効率的な施工等のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

（法制上の措置等）

第十五条 政府は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政

上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

（無電柱化の費用の負担の在り方等）

２ 無電柱化の費用は、無電柱化に係る事業の特性を踏まえた国、地方公共団体及び

関係事業者の適切な役割分担の下、これらの者がその役割分担に応じて負担するもの

とするとともに、政府は、第十三条に定めるもののほか、無電柱化を円滑かつ迅速に

推進する観点から、無電柱化の費用の縮減を図るための方策その他の国、地方公共団

体及び関係事業者の負担を軽減するための方策について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。
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